
～自治体における被害者支援と
条例制定について～

被害者支援窓口の役割と課題

交通事犯遺族 鴻巣 たか子



犯罪被害者等支援特化条例の制定状況

32 都道府県（68.1％） 47 都道府県
８政令指定都市（40.0％） 20 政令指定都市
384 市区町村（2 2.3％） 1,721 市区町村

３年４月１日現在

※ 犯罪被害者等支援を目的とした条例とは、専ら犯罪被害者等の支援に 関する事項につ
いて定めた条例（犯罪被害者等の支援に特化した条例（特 化条例））をいい、安全で安心な
まちづくりの推進に関する条例のように、 条例の一部に犯罪被害者等施策が盛り込まれて
いるものは含まない。

条例の小窓
令和３年８月 警察庁長官官房犯罪被害者等施策担当参事官室



犯罪被害者団体ネットワーク（ハートバンド）

全国大会のあゆみ
第１回（2003年）～第４回（2006年）まで
は全国ネットと共催で開催
第４回（200７年）以降はハートバンドの
単独主催で大会を開催

今年は第１８回目の大会で、
単独主催では第１４回目です。

2005年8月に結成
犯罪の種別や活動内容も
異なる全国の被害者団体
がゆるやかに連携

2005/11
犯罪被害者
等基本法
制定記念
全国大会



犯罪被害者が経験する困難

１．心身の不調

２．日常生活上の困難

３．刑事手続きにおける困難

４．経済的な困難



市町村による支援の実態調査
アンケート調査＆結果

調査期間 第１回 2013年10月20日から11月20日までの1か月間

第２回 2013年11月30日から12月30日までの１か月間

回答数 １０５

2017年11月に追加調査を行い26名の回答を得た

アンケート調査結果は平成26年５月28日の内閣府主催「都道府県・政令指定都市
犯罪被害者等施策主管課室長会議」にて報告。



１．心理・医療的な支援について
心理・医療的支援が必要でしたか？

必要

だった

83

必要な

かった

18

必要なかった ・・・・1８名

（理由）

それどころではなかった
生活のため仕事を続けるのに

精いっぱいで精神状態まで考
える余裕がなかった

自分たちの心理を分かってもらえる
と思わなかった



１．心理・医療的な支援について
市町村に心理・医学的な支援について相談しましたか？

市町村に相談した ・・・・２０名

適切な支援を受けられた・・・・３名
適切な支援を受けられなかった

・・・・１３名

市町村に

相談した

20

相談しなかった

73

無回答

12
市町村に相談しなかった

・・・・７３名

（その理由）
相談できると知らなかった
病院に行く元気も、考える力も
無かった

医者に行ってもわかってもらえ
なかった

自分たちのことは後回しにして
いた



２．生活支援について
市町村に生活支援について相談しましたか？

相談

した

6

相談しな

かった

84

無回答

15

市町村に相談した
・・・・ ６名

（内訳）
市町村に相談したが、適切な支
援を受けられなかった

・・・・５名

市町村窓口に相談しな
かった ・・・・８４名

（相談しなかった理由）
全て自分でするしかないと思った
調べる気力、相談するエネルギー
もなかった
知らなかった
親戚、友人がやってくれた



アンケート調査から見えること

• 大変な状況に置かれている被害者ほどサポートされていない現状がある

瀕死の家族を抱えていると、他のことは考えられない

• 事件・事故に遭うと、市町村窓口で様々な手続きをする必要が出てくるが

１か所で手続きができるように、各種手続きのサポートをしてほしい

• 当事者家族にとっては話を聞いてもらうだけでも心が休まる。



・現場に住まないといけなかったので、不安だった。
・事件の後始末をしなくてはならず、子どもたちに食事を食べさせ

られなかった。
・どのようなサービスがあるのか分からないので、提供できる情報を

一覧表にして、事件・事故後すぐに被害者に渡して欲しい。

・病院に行く元気も考える力もなかった。
・医者などに行っても被害者の気持ちは分かってもらえなかった。
・被害者が住んでいる地域にどんな医療機関や支援のサービスが

あるのかを教えて欲しい。

アンケート調査から見えること



ハートバンドでのアンケート調査の結果ならびに全国大会・分科会での発言を受けて、
２０１４年に被害者が創る条例研究会を立ち上げ、「市町村における犯罪被害者等基本
条例案」初版を発行しました。

２０１６年、改訂版（第４版）を発行
新設した条項 (一部)

第８条 「総合支援窓口の設置」
第１０条 「二次被害及び再被害の防止」
第１６条 「損害賠償請求の支援」

２０２1年３月 第５版（都道府県条例追加）発行



２０１７年 ブックレット「すべてのまちに被害者条例を」を発刊
２０１８年 大幅な改定版 －第2版‐ を発刊。
２０１９年 ７月、第３版発行。
２０２０年 １０月、第４版発行。

すべてのまちに被害者条例を

条例作りの指針となることをめざして



最近制定された条例から

犯罪被害者等基本法 （２００４年12月施行）
（基本理念）

犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから
再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を
途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。

大阪府犯罪被害者等支援条例 （２０１９年4月施行）
（基本理念）

犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、
必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければな
らない

三重県犯罪被害者等支援条例 （２０１９年４月施行）

（基本理念）
「犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じた必要
な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならな
い。」



１．心身に対する心理・医療的支援

(保健医療サービス及び福祉サービスの提供
三重県犯罪被害者等支援条例 （２０１９年４月施行）

第十七条 県は、犯罪被害者等が犯罪等による心理的外傷その他の心身
に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策
を講ずるものとする。

(心身に受けた影響からの回復)
大阪府犯罪被害者等支援条例 （２０１９年４月施行）

第十条 府は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受
けた影響から早期に回復できるようにするため、その心身の状況等に応じ
た適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他の必要な施策
を講ずるものとする。

最近制定された条例から



１．心身の不調
こころの状態を認識することが大切

• 初期 大きなショックを受けたことに対して

感情が麻痺している時期

• 中期 感情の麻痺が解けて、被害体験を現実

のものと実感。不安や恐怖を感じる時期

（慢性期 中期の状態が長引き、PTSD等の

精神疾患を発症する可能性のある時期）

• 後期 中期の反応が治まり、日常生活を取り

戻していく時期



・ 突然の喪失の後に、遺族は「非現実的な感覚」におそわれる。

・ 突然死の場合は罪悪感が特に強烈である。

・ 遺族は起こったことに対して、誰かを強く非難したい気持ちになる。

被害者は自分がどのような状態にあるのか把握できない。

こうした変化が起きることを伝えて、理解してもらうことが必要。

１．心身の不調
被害者（特に遺族）が共通して経験する

プロセスがあります



最近制定された条例から
２．日常生活の支援

（日常生活の支援） 明石市犯罪被害者等の支援に関する条例 （令和２年３月２３日改正）

第9条 市は、犯罪等の被害により日常生活を営むことについて支障があ
る犯罪被害者等に対して、家事、介護等を行う者の派遣、一時保育に要

する費用の補助、教育関係に要する費用の補助その他の日常生活を営
む ために必要な支援を行うものとする。

(日常生活等の支援) 横浜市犯罪被害者等支援条例（平成31年4月1日施行）

第9条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができる
よう、次に掲げる施策を行うものとする。
(1) 犯罪等の被害により日常生活を営むための家事等の支援を要する場合に、
適切なサービスが提供されるよう必要な支援を行うこと。
(2) 犯罪等の被害により従前の住居に居住することが困難となった場合に、転居
に要する費用の助成その他必要な支援を行うこと。
(3) 犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るため、一時的な生活資金の助成
その他必要な支援を行うこと。（４）、（５） 記載省略



２．日常生活上の困難

• 職場や学校に行けなくなる

• 外出できず、家にこもりがちになる

• 家事や仕事が手につかなくなる

• 事件現場が自宅もしくは近所の場合、引っ越しを余儀なくされる

• 家族関係や親族関係が悪化する

• 周囲の言葉やマスコミなどにより二次被害を受ける





（３．刑事手続きにおける困難）

４．経済的な困難

犯罪被害者等給付金制度

１９８０年５月１日犯罪被害者等給付金支給法が制定され、

１９８１年１月１日から施行された 。

最近は被害者支援条例を制定し、見舞金、支援金制度を導入

する自治体が増えている。



特色ある制度ができている市町村

特色ある条例が上手く活用されている例

条例をより良い形に改正している都道府県や市町

最近制定された条例から



条例が制定されて良かったこと

被害者から

見舞金が支給された。 市長が直接届けてくれた。

条例施行後1年にあたり、被害者の元に意見を求める依頼が

届いた。他の政令都市の場合は毎年連絡が届いている。

自治体職員から
条例で規定することにより、市民に衆知できる。
予算を計上するため、計画的に支援を行うことができる。
報告義務（議会・市民）があるため、透明性が増す。
担当者や周囲の意識が変わった。
庁内での連携が取り易くなった。
庁内や市民から支援の要請が寄せられるようになった。



残っている課題
被害者から

支援が届かない被害者（加害者が死亡、未成年、責任能力が無いなど）が存在する

自分が住む地域にどのような日常生活支援・サービスがあるのかわからない。

支援があちこちにあるように見え、どこに相談したら良いのか、戸惑う。

相談窓口担当、支援職の異動を最小限にとどめてほしい。

ＳＮＳの普及で今までにない犯罪に子どもたちがさらされる機会が増えている。

自治体職員から
犯罪被害者相談窓口の周知が必要。
事案がほぼないため、いざという時に十分な対応ができるかがわからない。
他の業務と兼務していて専門として取り組めていない。
県内の担当者会議が年１回のみであり、他市町や県、警察との連携が不十分。
都道府県レベルにスーパービジョンの機能がない。
相談窓口担当者自身が被害者支援の重要性を理解することがまず必要。
担当者のスキルアップのための助言・指導を受ける体制の整備。
庁内職員への研修、人員体制の強化。
庁内、庁外のネットワークの強化。



より良い支援を行うために
１．被害者からのお願い

被害者の話を聞いてください。
全国ネット発行の冊子、警察庁HP、生命のミュージアム他

被害者への二次被害の防止に努めてください。

ワンストップ支援の実現をお願いします。

被害者の手に届く支援を実行するため、窓口には相談業務の
経験者を配置してください。 （無理な場合は十分な研修を）

役割分担が円滑に行われるよう、県、市町村、警察、支援センター
相互の連携をお願いします。



より良い支援を行うために
２） 相手を知る

自治体で被害者支援を担当している

職員（専門相談員）5名に伺いました



自治体での支援

自治体窓口での支援の特徴
◎日常生活に関する行政サービス、支援制度がある
▲身近すぎる

問題点
・窓口職員はほぼ事務職と思われるが、専門職を雇用する場合もあるなど、

自治体によって体制が異なる。

・自治体なので、職員の異動があり、短いと2年程度で異動し、経験が蓄積
されにくい。

・職場の意向、熱意などが自治体によって大きく異なる。
・所属の責任者や上司の異動によって、方向性や意向が変化してしまう。

・自治体業務としての知見や知識、情報が集積されておらず、参考になる
情報等が少ない。

・今回のコロナ禍がわかりやすい例だが、自治体職員に求められる役割（ワ
クチン接種への職員派遣など）として、専任になり辛い。
などなど…

基本法に示された理念や責務だけではいかんともしがたい部分があり、具体的
なバックアップ（人を雇用するために国が自治体に交付金を出すとか？）がな
い限り、できることは限られていると思います。



 被害者等の実情、心情や支援についての啓発

 被害者等の相談に耳を傾けること

 庁内の適切な窓口に引き継ぐこと

（保険年金、子ども、福祉、介護など）

 支援センターや弁護士会、法テラスなどの専門機関の
情報提供 （さらに進むと）連絡・調整・付添い

 被害者支援に特化した支援メニューの整備

 自治体と関係機関等との長及び担当者レベルでの
連絡会の開催などの取組

 窓口に対人援助専門職を配置する
（または県のコーディネーターや庁内の専門職に助言を求める）

被害者等支援において

基礎自治体ができること
取り組み
やすい

難しい？

横浜市犯罪被害者相談室

それなりの
準備が必要！



窓口職員として、今すぐにできること

・自治体窓口として調整できるサービスの情報を収集し、まとめておく。

・最低限、被害者等に二次被害を与えないことを心掛け、そのために
必要な最低限の研修を窓口職員に受けてもらう。

・啓発事業を企画、実施する。ただし、可能であれば企画の段階から
自治体内の関係機関と協働して行い、顔の見える関係作りに努める。

もう一つ、ハードルが高い自治体もあるかもしれませんが、横浜市が心掛
けていることとして、

・支援センターや県警支援室を補完する。つまり、専門の支援機関が
支援対象としないケースを積極的に支援対象とする。

親族間犯罪や、詐欺などの財産犯罪、傷害罪とまでいかないDV、
強制わいせつと認定されない性犯罪（条例違反や児童福祉法違反
など）などの被害者を支援することは、自治体の大きな役割では
ないかと。

DVや子どもの場合、女性相談や児相など、（すでに関わっている
場合も多いと思いますが）利用できる制度が自治体にはあるはず
ですし、話を聴くだけでもできるはずです。

横浜市 犯罪被害者相談室 専任職員 木本克己



＜市町村に期待される役割・・何から始める？＞

専任の相談員のいない自治体がほとんどなので、取り組めることから、やらなければ
なりません。

やはりワンストップでの対応を！ 犯罪被害に関わらず、ワンストップサービスはある
意味今の自治体では、課題となっていることなので、取り組みやすく、理解も得や
すいのではと考えます。

被害に遭った人が自治体の窓口で同じことを話さなくても済むように、窓口が仲介
役をする。

話を聞いてどこが担当か調べ、事前に各担当者の話を聞き、できるだけ一箇所で
手続きが済むようにする。

その中で、子ども家庭支援センターや地域の保健師、地域包括支援センターのよう
なコーディネーター機能を持っている部署につなげれば、その後はそちらにお願い
もできます。

被害が起こった場合にどんな連携ができるか、研修等で体制作りをしておく

一番の問題はどこが自治体へのつなぎをやるかです。それは都道府県の事情によって
違うと思いますが、被害者支援センターができるところと、都道府県の担当部署に相
談に対応できる担当者を置く必要がある場合があると思います。特に小さな市町村で
被害者の専任相談員を置くのは難しいので、都道府県に置くのがいいと思います。

自治体 犯罪被害者支援担当



＜市町村に期待される役割・・どこから始める？＞

ワンストップの体制を整えること。

自治体だから取り組めること、取り組んでいく必要があることを確認、それをそれ

ぞれの自治体で取り組んでいくこと。

被害に遭われた方、そのご家族の状況・実情や支援の必要性を理解するための

「窓口職員向け研修」の実施。

自治体の持つ広報の媒体を使って、市民の方に支援の必要性を理解していた

だき啓発事業を行うなども一つのやりかた。

自治体 犯罪被害者支援担当



＜市町村に期待される役割・・どこから始める？＞

被害者の話しを伺って、自分の自治体で何が出来るかを考えること。二次被害

を与えないこと、啓発事業が大事。

窓口開設当時は、庁内庁外の関係機関に直接伺って、窓口設置についてPRし

まくっていました。

啓発事業としては、区民向け講演会、職員向け講演会の開催。

先行自治体に相談してください。個別ケースについても、個人情報など細かい

ケースのことを伺わなくても、アドバイスは出来ます。

中野区 犯罪被害者相談支援担当 稲吉久乃



より良い支援を行うために
３） 出来ることから始めてみる

自治体と連携する際の課題

市町村の犯罪被害者相談窓口が周知されていない
窓口担当者は兼務が多く、専任の担当者がいない
異動も多く、異動時に引き継ぎができていない
被害者支援担当者の熱意やスキルに差がある。
支援の重要性や、支援の方法が分からないのではないか。

具体的な提言





私が聞いてくださいというと、
あなたはアドバイスをし始めます
あなたは私がお願いしたことをしていません

私が聞いてくださいとお願いすると
あなたはそんな風に感じてはダメよ、といい始めます
あなたは私の気持ちを踏みにじっています

私が聞いてくださいとお願いすると
あなたは私の問題を解決するために何かをしなくては、
と思います。

奇妙に思えるかも知れませんが、
あなたは私を失望させたのです

聞いてください。私がお願いしたのは、聞くこと
あなたが話すのではなくて、
ただ私の話を聞いてください。それだけです。

お願いですからただ私の話を聞いてください
もしあなたが話したいのなら、
あなたの順番までチョッと待ってください。

そうしたら、私があなたの話を聞きますから。
作者不詳



ご質問などありましたら、下記までお願い致します。

鴻巣たか子
被害者が創る条例研究会

メール：jourei2014@yahoo.co.jp

ご静聴ありがとうございました。


